
～2022年施行～

改正育児介護休業法・雇用保険法
・健康保険法等のポイント

（A： 全従業員説明用）

社会保険労務⼠法⼈エール
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１．育児休業法

法改正が必要とされた背景は？
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課題① 産後の不調からママを守る

出典：横浜の産み育てを考える会「産前産後の妻を守るためのガイドブック」

通常時のホルモン変化と妊娠中のホルモン変化
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課題② 育休を取りたいパパを支援する

男性新入社員の約8割
が育休取得を希望して
いるというデータもある

直近の男性の育児
休業取得率は12%台

希望と現実の
ギャップ

育児休業取得を希望
しているが、取得でき
ない！

出典：厚労省 イクメンプロジェクト



4

参考：根底には少子高齢化による変化

参照：国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口(H29年推計）」出生中位（死亡中位）の場合

少子高齢化は世界に類を
見ないスピードで進行

出生率が低下する現状では2065年には
人口8,800万人に

労働力人口は2065年に
4,500万人に（3,200万人減）
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2040年代実質経済成長率は
マイナスが定着

成長率１.５～２％保持には、
人口1億人・生産性を世界トップ
レベルに引上げる対策が急務
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男性の育児休業時期の実態

出典：厚労省HP
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課題解決のための法改正

 産後の不調からママを守る
 パパの育休の壁を低くする

 出生８週以内にパパが短期間、分割で取得できる育児
休業制度の新設

 夫婦で交代できる柔軟な育児休業の制度への改正

 所得補償のために、短期間の育児休業でも社会保険
料が免除になる改正

 育児休業がとりやすい雇用環境整備を企業の義務に

 育児休業取得の意向確認を企業の義務に
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第一部

２．今回の法改正で変わること
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法改正で変わること

段階的に施行
１段階目 2022年（令和４年）４月１日
・育児休業の制度の周知・意向確認
・雇用環境整備の措置義務
・有期雇用労働者の条件緩和

２段階目 2022年（令和４年）１０月１日
・出生時育児休業制度の創設
・育児休業の分割取得

３段階目 2023年（令和５年）４月１日
・取得率の公表義務
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法改正の概要①

2022年4月1日～

1. 妊娠・出産の申出をした従業員に、個別に育児
休業の制度を周知し、育児休業を取得する意
向を会社が確認します

※育児休業の制度だけでなく、雇用保険の給付金や

社会保険料免除についても説明します

2. 有期雇用の従業員が育児・介護休業を取得で
きる条件が緩和されます

※ただし、会社と従業員の間で引き続き雇用された

期間が1年未満の方を除外する労使協定を結んで
いる場合は、従来と変わりません
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法改正の概要②

3. 産後パパ育休（出生時育児休業）ができました

① 子の出生後８週間以内に４週間まで取得できます
② 休業は原則休業の２週間前までに申し出てください
③ 分割して取得できる回数は、２回です

（初めにまとめて申し出てください）
④ 会社と従業員の間で労使協定を締結している場合

に、会社との個別合意で、事前に調整した上で休業
中に就業することが可能となります

② 労使協定で会社として申出の期限を1か月前としている場合があります。
③ 会社として、まとめて申出をしなくてもよいとしている場合があります。

2022年10月1日～
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法改正の概要③

2022年10月1日～

4. 育児休業（出生時育児休業を除く）が、分割して
２回まで取得できるようになります
また、1歳以降に延長する場合で、夫婦交代する
時期が柔軟にできるようになります

2023年4月1日～

5. 1,000人超の企業に対し、育児休業等の取得の
状況について公表が義務付けられます
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出生時育児休業・育児休業の分割取得の具体例
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法改正の概要④
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出典：厚労省HP

育児休業給付金の回数の数え方



15

法改正の概要⑤

2022年10月1日～

7. 出生時育児休業についても、条件を満たせば、
社会保険料が免除されます

改正前 改正後

出典：厚労省HP
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第ニ部

３．みんなで心がけたいこと
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管理職として

出典：厚労省HP



18

同僚として

⾃⾝がサポートを受ける⽴場になる可能性を踏まえ、同僚
のサポートを
育児や介護だけでなく、怪我や病気による⼊院など、いつ何時、
⾃分がサポートを受ける側に回るかわかりません
「お互い様」でサポートしあえる環境をぜひ作ってください
育児休業取得者の業務を引き継ぎ、新しい仕事を担う場合は、
スキルアップのチャンスと捉えましょう

時間に制約がない⼈も、効率のよい仕事の仕⽅を考え、⻑
時間労働を抑制しましょう
「仕事が多くて、残業しないなんて無理」と決めつけていませんか︖
本当に必要な仕事、仕事の期限、クオリティを⾒直して効率的に仕事をしましょう

困ったことがあったら、⼀⼈で悩まず、上司・同僚に相談しま
しょう
「みんな忙しいから」といって⼀⼈で抱え込まず、周囲に相談してください
みんなで考えれば解決策もきっと⾒つかります 出典：厚労省HP
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育児休業取得者として

出典：厚労省HP
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出産・育児に関する制度の全体像
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